
○ 開催日時 令和２年１月２４日（金） 午後１時３０分から 

 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

 

○ 出席委員（農業委員１５人、農地利用最適化推進委員７人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  鍋  康博 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  安水 純一 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      竹原 政洋 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

〃      弓指 義洋 

    

○ 欠席委員（農地利用最適化推進委員２人） 

 水流 佳文 

        安水 峯晴 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子 

 

  



○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第４５号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第４６号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第４７号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第４８号  農業委員会の法令遵守の申し合わせ議決について 

 

  



議 長  只今より令和２年１月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は、水流推進委員、安水推進委員が欠席ですが、錦江町農業委員会会

議規則第８条の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日

の会議録署名委員に６番 坂元委員と７番 寺田委員を指名いたしますの

で、よろしくお願いします。 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

議 長 先ず、議案第４５号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４５号について説明します。 

先ず、受付番号１７号の譲渡人は、Ｍ・Ａさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字宮下１８０９番１、地目は田、地積は４７２㎡と、城元字

迫ノ前１５４８番２、地目は田、地積は６８７で、２筆の合計は１，１５９

㎡となっています。 

譲受人はＭ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、労働力３名、自作地２，９４９㎡、

小作地１，０２３㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。農業

機械等の所有状況は、トラクター、耕運機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、山中推進委員です。 

 

次の受付番号１８号の譲渡人は、Ａ・Ｋさん、Ｂ自治会在住の方と、破産



管財人 Ｎ・Ｙさんとの連名となっています。 

申請地は田代麓字久木野５１６６番１４０、地目は畑、地積は８５２㎡

と、田代麓字久木野５１６６番１６７、地目は畑、地積は７９３㎡で、２筆

の合計は１，６４５㎡となっています。 

譲受人はＭ・Ｔさん、Ｂ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｍ・Ｔさんの経営状況は、世帯員７名、労働力４名、自作地１２１，３６

５㎡で、茶を主体とした経営をされています。農業機械等の所有状況は、ト

ラクター、摘採機、防除機、管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号１９号の譲渡人は、Ｋ・Ｈさん、Ｔ県在住の方です。 

申請地は神川字岩下２９３０番１、地目は田、地積は３２１㎡となってい

ます。 

譲受人はＫ畜産さん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｋ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地２６，０４７

㎡、小作地１１，８１６㎡で、畜産を主体とした経営をされています。農業

機械等の所有状況は、法人所有となっています。 

この件の担当調査員は、５番 徳永委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお

願いします。 

先ず、受付番号１７号について、山中推進委員お願いします。 

 

山 中 

推進委員 

 はい。１７号について報告します。Ｍ・ＡさんはＭ・Ｋ君のお母さんで

ございます。家族間の贈与でございますので、何ら問題は無いかと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１８号について、事務局でお願いします。 

 

事務局 それでは受付番号１８号について報告します。 

この物件は、１０月の総会であっせんに出たもので、その後、取下げがあったも

のです。 

現在、Ａ・Ｋさんは破産宣告を受け、財産処分の手続き中です。 

今回の物件は、競売になる前の任意売買で、裁判所との事前協議も済んでい

るようです。 



譲受人のＭ・Ｔさんは、両親とお茶を手広く栽培されており、３条の農地要件に

も問題無く、能力、意欲もある農家ですので、問題は無いかと思います。審議の

程よろしくお願いします。なお、売買価格は○万円でした。以上です。 

 

議 長 次に、受付番号１９号について、５番 徳永委員お願いします。 

 

 

５ 番 

徳永委員 

この１９番の物件は、あっせん申し出があった物件で、名義変更がＨさん

に変わりましたので、この田んぼの隣を耕作しているＫ畜産が買うという

ことになったところです。Ｈ畜産は皆さんご存知のとおり肉用牛をされて

おり、圃場の管理もしっかりされておりまして、問題は無いと思います。売

買価格は○○万円で話が付きました。以上です。 

 

議 長 ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありません

か。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第４５号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４５号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第４６号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定に

よる農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを

議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４６号について説明します。 

受付番号６号の譲渡人は、Ｔ公社さん、Ｋ市に拠点を置く法人です。 

申請地は神川字木道平７４９５番３、地目は畑、地積は４６３㎡と、神川



字木道平７４９６番３、地目は畑、地積は２，６６７㎡で、２筆の合計は３，

１３０㎡となっています。 

譲受人はＦ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｆ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、労働力２名、自作地３０，１０５

㎡、小作地４６，９０６㎡で、甘藷、大根、高菜を主体とした経営をされて

います。農業機械等の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機各２台、

マルチャ―、トラック各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１番 宿利原委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、私の方から調査報告をいた

します。 

 

１ 番 

宿利原委員 

この物件は、Ｆさんの畑は４年ほど前にあっせんに出ていたもので、振興

公社から借りて今まで作っておりました。全部で○○万円ということでし

た。何ら問題は無いかと思いますが、審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長 ただいま、調査報告をいたしましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第４６号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４６号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第４７号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定に

よる農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを



議題とします。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は３７筆の利用集積計画について審議しなけれ

ばなりませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を４回に分けて

行い、その都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第４７号のうち、受付番号３４９号から３５４号までを 

議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４７号のうち、受付番号３４９号から３５４号までにつ

いて説明をいたします。 

先ず、受付番号３４９号から３５１号までの貸し人はＯ・Ｓさん、Ｏ自治会

在住の方です。 

申請地は３４９号が馬場字ホケノ頭６１２１番、地目は田、地積は２，３７

３㎡、３５０号が馬場字ホケノ頭６１４０番１、地目は田、地積は６，２３７

㎡、３５１号が馬場字ホケノ頭６１７２番、地目は田、地積は６０４０㎡で、 

３筆の合計は１４，６５０㎡となっています。 貸付期間は令和２元年３月

１日から令和３年２月２８日までで、小作料金は全部で１４６，０００円とな

っています。 

借り人は、Ｍ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方です。Ｍ・Ｓさんの経営状況は、

世帯員１名、農業従事者１名、小作地２０，９７４㎡で、野菜を主体とした経

営をされています。農業機械の所有状況は、トラクター１台となっています。 

この件の担当調査員は、２番 鈴委員です。 

 

次の受付番号３５２号の貸し人はＭ・Ｚさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字八木田５３１番１、地目は田、地積は２，０５９㎡となって

います。 貸付期間は令和２年１月２５日から令和４年１２月１４日までで、

小作料金は、６０，０００円となっています。 

借り人はＴ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。Ｔ・Ｈさんの経営状況は、世

帯員２名、農業従事者２名、小作地３，９１４㎡で、露地野菜、バレイショ、

水稲を主体とした経営をされています。農業機械の所有状況は、トラクター、

管理機各１台となっています。 

この件の担当調査員は４番 鳥越委員です。 



次の受付番号３５３号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｙ県在住の方です。 

申請地は馬場字木場上４２２番１９、地目は田、地積は２０６㎡となってい

ます。 貸付期間は令和２年２月１日から令和７年１月３１日までで、小作料

金は６，０００円となっています。 

次の受付番号３５４号の貸し人はＯ・Ｙさん、Ｎ県在住の方です。 

申請地は馬場字芝山４８６番１、地目は田、地積は１，３４７㎡となってい

ます。貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小作

料金は米（玄米）８俵となっています。 

３５３号、３５４号の借り人は、（株）Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法

人です。（株）Ｔ・Ｆの経営状況は、構成員２名、雇用が２５人で５，９００日、

自作地２，２９８㎡、小作地２８９，０９５㎡で、露地野菜を主体とした経営

をされています。農業機械の所有状況は、トラクター、管理機各３台、乗用防

除機、動噴各２台、トラック６台となっています。 

受付番号３５３号、３５４号の担当調査員は７番 寺田委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号３４９号から３５１号について、２番 鈴委員お願いしま

す。 

 

２ 番 

鈴 委員 

この貸し人のＯ・Ｓさんの嫁さんと借り人のＭ・Ｓ君のお母さんが姉妹で

ございまして、Ｍ・Ｓ君はキャベツを中心に野菜類の園芸を頑張っている青

年でございます。継続の案件でございますので、何ら問題は無いかと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３５２号について、４番 鳥越委員お願いします。 

 

４ 番 

鳥越委員 

はい。これも継続の案件でございます。Ｔ・Ｈさんはスナップエンドウ、

バレイショなど色々と新しく挑戦され、夫婦で頑張っておられる青年でご

ざいます。何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３５３号、３５４号について、７番 寺田委員お願いします。 

 

７ 番 

寺田委員 

はい。報告いたします。３５３号、３５４号につきましては、いずれも継続

の案件でございまして、借り人のＴ・Ｆさんは皆さんもご存じのとおり、何ら



 問題は無いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１１番 

毛下委員 

このＭさんは１年間の契約なんですけれども、何か理由があるんですか。 

 

２ 番 

鈴 委員 

はい。これは当初３年ぐらいはどうかと言ったんですけれども、小作料金

を払えるか分からないからということで、１年ずつの契約となりました。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４７号のうち、受付番号３４９号から３５４号までを採

決します。 

お諮りします。 

議案第４７号のうち、受付番号３４９号から３５４号までについては、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４７号のうち、受付番号３４９号から３５４号ま

でについては、原案のとおり決定しましした。 

議 長 次に、議案第４７号のうち、受付番号３５５号から３５９号までを議題 

とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４７号のうち、受付番号３５５号から３５９号までにつ

いて説明をいたします。 

先ず受付番号３５５号、３５６号の貸し人はＨ・Ａさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、３５５号が田代川原字赤石４２５５番２６、地目は田、地積は１，

４０２㎡、３５６号が田代川原字赤石４２５５番２７、地目は田、地積は１４



７２㎡で、２筆の合計が２，８７４㎡となっています。 

 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小作料金

は米（籾）で４俵となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｍさん、Ｉ自治会在住の方です。Ｓ・Ｍさんの経営状況は、

世帯員２名、農業従事者２名、自作地１３，６４５㎡、小作地１，６４４㎡で、

水稲、カボチャ、ゴーヤを主体とした経営をされています。農業機械の所有状

況は、トラクター、田植機各２台、堆肥散布機、コンバイン各１台となってい

ます。 

この件の担当調査員は、９番 元丸委員です。 

 

次の受付番号３５７号の貸し人はＩ・Ｎさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、神川字八久保９３５番、地目は畑、地積は１，８０２㎡となって

います。貸付期間は令和２年１月２５日から令和１１年１２月１４日までで、

小作料金は１０，０００円となっています。 

次の受付番号３５８号の貸し人はＭ・Ｈさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は神川字岩渕１０２６番２、地目は畑、地積は３６８㎡となっていま

す。 

 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小作料金

は３，０００円となっています。 

受付番号３５７号、３５８号の借り人は、Ｎ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方で

す。Ｎ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、自作地１６，２

５２㎡、小作地５５，８６４㎡で、野菜を主体とした経営をされています。農

業機械の所有状況は、トラクター２台、管理機６台、トラック、軽トラック各

１台となっています。 

受付番号３５７号、３５８号の担当調査員は、１２番 内薗委員です。 

 

次の受付番号３５９号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｍ自治会在住の方です。 

申請地は神川字二ノ塚６９９６番１、地目は畑、地積は１３，８４２㎡とな

っています。 貸付期間は令和２年１月２５日から令和４年１２月１４日まで

で、使用貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｍ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が４人で６０

０日、自作地５，８０４㎡、小作地３２，１１５㎡で、大根、タバコを主体と

した経営をされています。農業機械の所有状況は、トラクター４台、ＡＰ－１ 

３台、マニアスプレッダー、管理機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１３番 宿利原進委員です。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号３５５号、３５６号について、９番 元丸委員お願いしま

す。 

 

９ 番 

元丸委員 

はい。この物件は貸し人のＨさんのお母さんと借り人のＳ・Ｍさんが、以

前から相対で、話し合いで耕作されていたところですが、今回、Ｈさんのお

母さんが亡くなられまして、今度はこの息子さんとＳさんが契約されたと

いうことで、Ｓさんは年齢的なこともありますが、十分元気な方で、水稲と

露地野菜を手広く耕作されている方で、農地の管理も良く出来ているので

問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３５７号、３５８号について、１２番 内薗委員お願いします。 

 

１２番 

内薗委員 

はい。３５７号、３５８号の案件は継続の案件であります。Ｎ・Ｙさんは契

約栽培で露地野菜を主体に安定的な経営をしていて、認定農業者でもあります

し、何ら問題は無いと思います。審議のほどをよろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３５９号について、１３番 宿利原委員お願いします。 

 

１３番 

宿利原委員 

 

はい。３５９号の借り人のＭ・Ｋさんは認定農業者でもあり、タバコを中

心にさつま芋などを栽培されております。何ら問題は無いと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１１番 

毛下委員 

Ｍさんは面積が広いのに使用貸借になっているけど、何かあるんですか。 

 

 

１３番 

宿利原委員 

 

これはＭ・Ｙさんも農業をされていまして、プラウ作業とかの作業は出来な

いということで、それを借りているＭ・Ｋさんがされるということで、使用貸

借になっています。 

 

議長 他にありませんか。 

 



 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４７号のうち、受付番号３５５号から３５９号までを採

決します。 

お諮りします。 

議案第４７号のうち、受付番号３５５号から３５９号までをについては、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４７号のうち、受付番号３５５号から３５９号ま

でについては、原案のとおり決定しましした。 

議 長 次に、議案第４７号のうち、受付番号３６０号から３７０号までを議題 

とします。 

  事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４７号のうち、受付番号３６０号から３７０号までにつ

いて説明をいたします。 

先ず、受付番号３６０号、３６１号の貸し人はＩ・Ｙさん、Ｆ自治会在住の

方です。 

申請地は、３６０号が城元字村ノ後３４９８番１、地目は畑、地積は９６９

㎡のうち６００㎡、３６１号が城元字村ノ後３５０５番１、地目は畑、地積は

１，４０５㎡のうち１，１００㎡で、２筆の合計は１，７００㎡となっていま

す。 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小作

料金は３６０号が６，０００円、３６１号が１１，０００円となっています。 

借り人は、Ｉ・Ｋさん、Ｚ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が３人で２０

０日、小作地４６，４９５㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、管理機各１台となっていま

す。 

この件の担当調査員は、内薗推進委員です。 

 



次の受付番号３６２号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字早瀬原３６４９番１、地目は畑、地積は１，５１１㎡と

なっています。 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日ま

でで、小作料金は、７，０００円となっています。 

 次の受付番号３６３号の貸し人はＨ・Ｈさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原３６３３番４、地目は畑、地積は２，４９４㎡となってい

ます。 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小

作料金は、１０，５００円となっています。 

受付番号３６２号、３６３号の借り人は、Ｈ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方で

す。Ｈ・Ｓさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者２名、自作地２２，９

２７㎡、小作地４，００５㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター２台、トラック、動噴、管理機各１台とな

っています。 

 

次の受付番号３６４号から３７０号までの貸し人はＫ・Ｚさん、Ｔ自治会在

住の方です。 

申請地は３６４号が田代川原字長尾２６７０番、地目は畑、地積は４，２５

７㎡、３６５号が田代川原字長尾２６７２番２、地目は畑、地積は１，９１９

㎡、３６６号が田代川原字長尾２６７３番１、地目は畑、地積は４，１３２㎡、

３６７号が田代川原字七曲り１２０２番１、地目は田、地積は１，３２３㎡、

３６８号が田代川原字小牧ノ下１２０２番２、地目は田、地積は８５４㎡、３

６９号が田代川原字井手平３２６５番１、地目は田、地積は１，２３２㎡、３

７０号が田代川原字井手平３２６５番２、地目は田、地積は２，３７２㎡で、

７筆の合計は１６，０８９㎡となっています。 

 貸付期間は令和２年１月２５日から令和６年１２月１４日までで、小作料金

は、３６４号が２１，２００円、３６５号が９，５００円、３６６号が２０，

６００円、３６７号が６，６００円、３６８号が４，２００円、３６９号が６，

１００円、３７０号が１１，８００円となっています。  

借り人は、Ｎ生産組合さん、Ｍ町に拠点を置く法人です。 

Ｎ生産組合さんの経営状況は、指導員４名、雇用が３０人で５，０００日、

小作地１４９，８００㎡で、肉用牛、水稲、茶、イチゴ主体とした経営をされ

ています。農業機械の所有状況は、トラクター、茶防除機各３台、茶摘採機２

台、管理機５台となっています。 

受付番号３６４号から３７０までの担当調査員は、弓指委員です。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず、受付番号３６０号、３６１号について、内薗推進委員お願いします。 

 

内 薗 

推進委員 

はい。報告します。このＩ・Ｙさんの案件なんですけれども、去年売りた

いということで申し出があった畑でして、この通りの所にＩ・Ｋ君が作って

いる農地がありまして、Ｉ君に話をしたところ、貸してくれないだろうかと

いうことで話がありまして、Ｉ・Ｙさんに話をしたところ、買い手が見つか

ったら速やかに返してくれという条件で借りることになりました。Ｉ君で

すけれど、認定農業者でもありますし、甘藷を中心とした経営をしておりま

す。何ら問題は無いかと思いますので、審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３６２号から３７０号までについて、弓指推進委員お願いしま

す。 

 

弓 指 

推進委員 

はい。借り人のＨ・Ｓさんは露地野菜を主体とされていらっしゃいます。

継続の案件ですので問題は無いと思います。Ｋ・Ｚさんの件ですが、これは

Ｎ生産組合が作っておられます。これも継続の案件ですので問題は無いと

思います。よろしくお願いします。 

 

７ 番 

寺田委員 

３６０、３６１号の件ですが、面積がうち面積になっていますが、何かあ

るんですか。 

 

事務局 倉庫があります。 

 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４７号のうち、受付番号３６０号から３７０号までを採

決します。 

お諮りします。 

議案第４７号のうち、受付番号３６０号から３７０号までについては、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして議案第４７号のうち、受付番号３６０号から３７０号ま

でについては、原案のとおり決定しましした。 

 

議 長 次に、議案第４７号のうち、受付番号３７１号から３８５号までを議題 

とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４７号のうち、受付番号３７１号から３８５号までにつ

いて説明をいたします。 

受付番号３３７号から３８５号については、農地中間管理事業による利

用権の設定でございます。 

 お手元の配分計画案をご覧ください。 

 左側が利用権設定対申請地、中ほどが再配分条件、右側が再配分予定

者、そして一番右側が協力金対象欄となっています。一番真ん中のところ

が従前の耕作者ということで、利用権設定契約という中で基盤法によると

いう記載があるものについては、基盤法から中間管理事業への乗り換えで

ございます。 

 今回は令和元年度第７期ということで、貸付の始期は令和２年２月２９

日からということになります。 

説明については以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４７号のうち、受付番号３７１号から３８５号までを採

決します。 

お諮りします。 

議案第４７号のうち、受付番号３７１号から３８５号までについては、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４７号のうち、受付番号３７１号から３８５まで

については、原案のとおり決定しましした。 

 

議 長 次に、議案第４８号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ議決について

を議題とします。 

事務局から説明と決議案の朗読をお願いします。 

事務局 それでは議案第４８号について説明します。 

農業委員会の法令遵守については、これまでも注意喚起をしてまいりま

したが、昨年１０月に農業委員会会長が農地転用事案について、相次いで贈

収賄の容疑で逮捕されるという事案が発生しております。 

そこで昨年１１月の全国農業委員会会長代表者集会において、農業委員

会の法令遵守の申し合わせ議決がなされ、全国の各農業委員会においても

同様の決議をされるよう、全国農業会議所から要請が来ているものですの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは決議案を読み上げます。 

農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案） 

私たち農業委員・農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関で

ある農業委員会の組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、

農地利用の最適化を実現する責務を負っている。特に、農地制度に基づく許

認可に係る事務については、個人情報保護も徹底しなければならない。私た

ち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守を徹

底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。 

１、農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正

に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参与の制

限、同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公平

さを確保すること。２、農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫



理観を維持し、法令遵守を徹底するための研修等を実施すること。令和２年

１月２４日。錦江町農業委員会。以上ございます。 

  

議 長 ただいま事務局から説明等がありましたが、ご意見等はありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 意見等も無いようですので、議案第４８号については、原案のとおり決議

することにご異議ありませんか。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４８号については、原案のとおり決議することに

決定しましした。 

決議案の案を消して頂きたいと思います。 

 

議 長 以上で、令和２年１月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終

了いたします。 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

 

会  長 

 

                          ６番 

 

                          ７番 

 

議事録調整者 窪 和人 


